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第２ 特別会計予算事業 
１．在来馬種保存事業 

日本在来馬種保存のため、次の事業を行う。 

（１）在来馬種保存事業 

日本在来馬種を保存、利活用するために必要な飼育管理費、保存活用研究費及び

施設等整備費を助成するとともに飼養管理技術の向上を図るための専門家を派遣す

る。 

 

（２）絶滅危惧種対策事業 

絶滅が危惧される３馬種（野間馬、対州馬、宮古馬）については、（１）に加えて

必要な施策（施設整備、繁殖技術指導）を行う。 

 

（３）寄付金活用対策事業 

寄付金を活用した在来馬種の繁殖成績向上に必要な機械・器具等の貸付事業を実

施する。 
 

 

２．馬能力検定体系化等推進事業（平成 28～30 年度） 
馬の能力評価手法の有効活用等の確立のため、次の事業を行う。 

（１）事業推進委員会開催等事業 
ア、事業推進委員会 

学識経験者等からなる事業推進委員会を開催し、事業の総合的な実施方針等の

検討を行う。 
イ、専門委員会 

学識経験者等からなる専門委員会を開催し、フィールドレベルでの「線形審査」

の検証、効率的なデータ収集と分析及び馬能力検定員の養成等に係る検討を行う。 
 

（２）馬能力検定員養成及び検定データ収集事業 
フィールドにおける検定員の養成研修の開催及びデータ収集に対する問題点を

抽出するための報告会を実施する。 
 

（３）馬能力評価手法調査検討事業 
ＢＬＵＰ法を用いた馬のけん引能力及び産肉能力の遺伝的相関関係を調査するた

めのデータ収集等を行う。 
 

（４）検定データ体制整備事業 
「線形審査」の正確度の検証及び簡便に利用するためのシステムの開発等を行う。 

 

 

３．人工授精普及定着化事業（平成 30～32 年度） 

  馬輸入精液の有効活用を図り、基礎繁殖牝馬群形成のため、次の事業を行う。 
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